
木材関係事業補助金交付要綱 
 

 

平成３年７月10日３林業第 163号 

一部改正平成４年５月８日４林業第  53号 

一部改正平成５年５月31日５林業第 113号 

一部改正平成６年９月14日６林業第 284号 

一部改正平成７年６月12日７林業第 211号 

一部改正平成８年５月28日８林業第 121号 

一部改正平成９年５月２日９林業第 85号 

一部改正平成10年６月１日10林業第 132号 

一部改正平成11年４月26日11林振第  87号 

一部改正平成12年５月12日12林振第 259号 

一部改正平成12年12月11日12林振第 259号 

一部改正平成13年４月５日13林振第  95号 

一部改正平成13年12月３日13林振第  95号 

一部改正平成14年４月５日14林振第  99号 

一部改正平成15年４月23日15林振第  65号 

一部改正平成17年６月22日17信木第  25号 

一部改正平成18年４月20日18信木第   5号 

一部改正平成19年４月２日19信木第  36号 

一部改正平成20年４月11日20信木第  30号 

一部改正平成21年４月20日21信木第  85号 

一部改正平成21年７月29日21信木第 297号 

一部改正平成22年４月１日22信木第  30号 

一部改正平成22年12月20日22信木第 669号 

一部改正平成23年３月30日23信木第 919号 

一部改正平成24年６月29日24信木利第59号 

一部改正平成25年４月１日25信木利第４号 

一部改正平成25年７月５日25信木利第70号 

一部改正平成26年９月25日26信木利第111号 

一部改正平成27年４月16日27信木利第17号 

一部改正平成29年３月15日28信木利第127号 

一部改正平成30年３月30日29信木利第103号 

一部改正平成31年３月29日30信木利第137号 

一部改正令和元年７月９日元信木利第51号 

一部改正令和２年３月31日元信木利第127号 

一部改正令和２年６月29日２信木利第36号 

一部改正令和２年11月４日２信木利第72号 

一部改正令和３年３月30日２信木利第130号 

 

（趣旨） 

第１ この要綱は、林業及び木材産業の振興を図るため、市町村及び木材関連業者等

の組織する団体等が行う木材関係事業に要する経費に対し、予算の範囲内において

補助金を交付することについて、補助金等交付規則（昭和34年長野県規則第９号。



以下「規則」という。）に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（事業の種類、経費及び補助率） 

第２ 第１に規定する補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率は、別

表に定めるところによる。 

 

（補助金交付の条件） 

第３ 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。 

 (1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容について、別に定める重要な

変更をしようとするときは、速やかに知事に申請してその承認を受けること。 

 (2) 別表に定める経費は、事業の種類ごとに相互に流用してはならないこと。 

 (3) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間

内に完了しないとき（遂行が困難になったときを含む。）は、速やかに知事に申

請してその承認を受けること。 

 (4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、財産管理に関する

規定を定め、善良な管理を行い、効率的な運用を図ること。 

 (5) 補助事業に係る帳簿又は証拠書類は、補助事業終了年度の翌年度から起算して

５年間整理保存すること。 

２ 知事は、前項に掲げるもののほか、補助金交付の目的を達成するため必要がある

と認めるときは、条件を付することがある。 

 

（交付申請書等） 

第４ 規則第３条に規定する申請書は、補助金交付申請書（様式第１号）及び補助金

交付変更申請書（様式第２号）によるものとする。 

２ 規則第３条に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 事業計画図書 

 (2) その他必要な書類 

３ 前２項の書類の提出期限は、別に定める。 

４ 木質バイオマス循環利用普及促進事業については別に定める様式による。 

５ 第１項の申請書を提出するに当たって、当該補助事業に係る仕入れに

係る消費税相当額（補助事業対象経費に含まれる消費税及び地方消費税

に相当する額のうち、消費税法（昭和 63年法律第108号）に規定する仕入

れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法

（昭和25年法律第 226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との

合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、

その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。 

  ただし、申請時において当該補助事業に係る仕入れに係る消費税等相当額が明ら

かでない場合については、この限りでない。 

 

（変更等の承認申請） 

第５ 第３第１項第１号及び第３号に規定する変更等の承認を受けようとするとき

は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を知事に提出して行うも

のとする。 

(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容について重要な変更をしよう 

とするとき 



   変更承認申請書（様式第３号） 

   ただし、木質バイオマス循環利用普及促進事業については別に定める様式によ

る。 

 

 (2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 

   中止（廃止）承認申請書（様式第４号） 

 (3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき 

   完了期限延長承認申請書（様式第５号） 

 

（交付申請の取下げ） 

第６ 規則第７条第１項の規定による交付申請の取下げは、補助金交付申請取下書

（様式第６号）を、当該補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内

に知事に提出して行うものとする。 

 

（状況報告） 

第７ 補助事業者は、事業の実施状況を別に定めるところにより知事に報告するもの

とする。 

 

（実績報告書等） 

第８ 規則第12条第１項に規定する実績報告書は、実績報告書（様式第１号）による

ものとする。 

２ 規則第12条第１項に規定する関係書類は、別に定める。 

３ 木質バイオマス循環利用普及促進事業については別に定める様式による。 

４ 前２項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日若しくは廃止の承認

を受けた日から起算して20日を経過した日又は交付決定のあった日の属する年度

の３月31日のいずれか早い日とする。 

 

（補助金の交付請求） 

第９ 補助事業者は、補助金の交付（概算払を含む。）を請求しようとするときは、

補助金交付（概算払）請求書（様式第７号）を知事に提出するものとする。 

 

（財産処分の制限等） 

第10 規則第19条第２項第２号に規定する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令（昭和40年大蔵省令第15号）に定められている耐用年数に相当する期間とす

る。 

２ 規則第19条第１項に規定する承認申請は、木材関係事業財産処分承認申請書（様

式第８号）によるものとする。 

 

（書類の提出部数及び経由） 

第11 規則及びこの要綱により知事に提出する書類は、正副２部とし、所管地域振興

局の長を経由するものとする。ただし、事業が県全域にわたる場合は除く。 

 

 附 則 

   この要綱は、令和３年度の補助金から適用する。 



別表 

事業の種類 経     費 補助率 

 

信州の木で家づく

り総合推進事業 

  

長野県森林整備加速化・林業再生協議会が県産材の需要拡大を図る

ために行う次に掲げる事業に要する経費 

 （１）信州の木の家普及啓発 

 県内及び首都圏で家を建てる消費者を対象に、県産材

住宅見学会や普及啓発のための広報活動に係わる経費 

 （２）信州の木の家推進員育成 

 工務店、建築士等を対象に信州の木の良さや実際に伐

採・加工体験を通じた研修会や展示会等実施するために

必要な経費 

 

10分の 10以内 

 

信州の木ブランド

強化促進事業 

  

木材関連業者等が組織する団体が、消費者が求める信頼性の高い県

産材製品を提供できる仕組みの構築とわかりやすい情報提供を行い、

県産材製品の利用促進を図るために要する経費 

 

２分の１以内 

「子どもの居場所」

木質空間整備事業 

別に定める事業主体が、モデル性が高く波及効果が期待できる「子

どもの居場所」に県産材を利用し整備をするために要する経費で、次

に掲げるもの 

（１）木造・木質化 

  「子どもの居場所」を木造または木質化を行うもの 

（２）木の調度品・おもちゃ設置 

  「子どもの居場所」に木の調度品やおもちゃの設置を行うもの 

 

 

 

 

２分の１以内 

 

４分の３以内 

県産材公共サイン

整備事業 

別に定める事業主体が、観光地等における県産材を活用した案内サ

インを製作するために要する経費 

 

４分の３以内 

 

２分の１以内 

 

木工体験活動支援

事業 

別に定める事業主体が、子どもを対象に、木工体験の機会を提供す

る活動を行う事業に要する経費で、次に掲げる活動型に掲げるもの 

（１）県域活動型 

   県内全域の子ども等を対象として行うもの 

（２）地域活動型 

     地域の子ども等を対象として行うもの 

 

 

４分の３以内 
 

薪によるエネルギ

ーの地消地産推進

事業 

 

別に定める事業主体が、身近な里山資源である薪を継続的に地

域内で利用する仕組みを構築するために必要な経費 

 

４分の３以内 

 

県産材活用加速化

推進事業 

 別に定める事業主体が、東京オリンピック・パラリンピック選

手村ビレッジプラザへの部材供給とそれを契機とした県産材全体

の周知・認知度向上、森林認証取得への機運醸成に係る取組を行

うために必要な経費 

 

 

２分の１以内 



木質バイオマス循

環利用普及促進事

業 

 木質バイオマス利用の普及啓発において、事業実施主体の購入

するペレットストーブ又はペレットボイラーに係る経費のうち本

体購入経費に対して、市町村が助成する経費 

 

４分の３以内 

木づかい空間整備

事業 

別 に 定 め る 事 業 主 体 が 、 モデル性が高く波及効果が期待でき

る民間施設等（オ フ ィ ス ・ 店 舗 ・ 公 共 施 設 等 ） に県産材を

利用し整備をするために要する経費で、次に掲げるもの 

 

（１）木質化 

  民間施設等の内装工事を伴う木質化を行うもの 

（２）木の調度品設置 

  民間施設等への木製の調度品の設置を行うもの 

 

 

 

 

２分の１以内 

 

４分の３以内 

ＪＡＳ製材品供給

拡大支援事業 

別 に 定 める 事 業 主 体 が 行 う Ｊ ＡＳ（ 日 本 農 林 規 格 ）認

証 の 取 得 に 向 け た 取 組 に 要 す る経 費 で 次 に 掲 げ る も の  

（１）資格の取得 

（２）試験の実施 

（３）申請・検査 

 

２分の１以内 

 

県産材流通対策緊

急支援事業 

別 に 定 め る 事 業 主 体 が 行 う 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染

拡 大 の 影響 に よ り 需 要 が 減 少 し 、滞留 し て い る 合 板 用原

木 を 木 質 バ イ オ マ ス 用 原 木 と し て 販 売 し た 場 合 の 価 格

の 差  

 

２分の１以内 

 

ただし 1ｍ3 当

りの補助金額

は 3,000 円を

上限とする 

 


